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会社の新株予約権等に関する事項

当事業年度の末日において当社役員が有する新株予約権の状況

❶ 新株予約権の数 50個

❷ 目的となる株式の種類および数 普通株式 20,000株（新株予約権１個につき400株）

❸ 取締役の保有する新株予約権の区分別合計

区分 名 称 行使価額 行使期間 個数 保有者数

取締役

森永乳業株式会社2015年度株式報酬型募集新
株予約権

1円
2015 年８月 13日から
2035 年８月 12日まで

22個 2名

森永乳業株式会社2016年度株式報酬型募集新
株予約権

1円
2016 年８月 13日から
2036 年８月 12日まで

14個 2名

森永乳業株式会社2017年度株式報酬型募集新
株予約権

1円
2017 年８月 15日から
2037 年８月 14日まで

14個 2名

1

2026年05月19日 18時43分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



会計監査人の状況

（1）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

❶ 当期に係る報酬等の額 90百万円

❷ 当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 97百万円

（注１）監査役会は、会計監査人から監査計画の内容、監査の方法、対象、工数等について説明を受け、検討した結果、

上記報酬等の金額について相当と判断し、同意しております。

（注２）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬

の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の「当期に係る報酬等の額」にはこれらの合計額

を記載しております。

（注３）当 社 の 重 要 な 子 会 社 の う ち、MILEI GmbH、MILEI Plus GmbH、MILEI Protein GmbH ＆ Co.KG、Morinaga

Nutritional Foods Vietnam Joint Stock Company、Morinaga Nutritional Foods（Asia Pacific）Pte.Ltd.、

NutriCo Morinaga（Pvt.）LTD.およびMorinaga Le May Vietnam Joint Stock Companyは、当社の会計監査人以

外の監査法人の監査を受けております。

（3）非監査業務の内容

当社は、コンフォートレターの作成業務をEY新日本有限責任監査法人に委託しております。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると判断したときは、会計監査人を解
任する方針です。また、会計監査人の適切な職務遂行が困難と認められる場合には、監査役会は、会計
監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、監査役会の決定に基づき、当該議案を
株主総会に提出いたします。
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会社の体制および方針

（1）業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

当社は、当社を含む森永乳業グループ（以下、「当社グループ」といいます。）の業務の適正と効率化
を確保するため、「内部統制システム構築に関する基本方針」（以下、「内部統制基本方針」といいま
す。）を定めるとともに、内部統制委員会および各種部会等を設置し、適宜、諸規定の見直しと必要な
指示を行っています。
その概要および運用状況は以下のとおりです。

❶ 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、当社グループの取締役および使用人が職務を執行するにあたり、法令・定款、社規社則、社
会倫理および行動規範を遵守して適正に職務を遂行するために、「内部統制基本方針」に基づいてコン
プライアンス部会を設置して、コンプライアンス意識の定着に努めるとともに、内部監査部門において
運用状況を監査します。また、内部通報制度「森乳ヘルプライン」の相談窓口に情報受領者と社外弁護
士を配置し、法令等違反行為の未然防止ならびに情報の把握と対処に迅速かつ適正に対応します。
［運用状況］

当社は、当期においてもコンプライアンス部会を四半期ごとに開催し、コンプライアンス活動推進の
ための指示および確認をしております。

また、コンプライアンスに関する意識調査のほか、研修の事後アンケート結果や直近の内部通報の傾
向等を踏まえ、研修内容の見直しと研修効果の向上に努めております。

また、「内部通報制度運用規程」に則り「森乳ヘルプライン」を適切に運営して法令等違反行為の早
期発見と防止に努めております。なお、内部監査部門は各組織の監査にあたり、コンプライアンスの運
用状況を確認しております。

❷ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するために、財務報告部会を設置して、財務計算に
関する書類その他情報を収集し、適正な管理を行います。
［運用状況］

当社は、内部監査部門が金融商品取引法に定められた内部統制の評価を実施するとともに、当社グル
ープで統一された会計システムの構築を進めております。

また、財務報告部会は、財務報告に係る内部統制に関する評価の対象範囲および監査対象とする業務
プロセスの見直しを継続して行い、内部監査部門が業務プロセスの整備と運用の状況を評価し、その結
果を内部統制委員会に報告しております。内部統制評価の対象範囲は、海外の子会社へも拡げておりま
す。

❸ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制ならびに子会社の取締役等か

らその職務の執行に係る情報の当社への報告に関する体制

当社は、取締役の職務の執行に係る文書および関連する情報については、文書等の保存管理規程を定
め、各所管部門において所定の期間、適切に保存および管理し、取締役は、必要に応じて、これらの文
書等を閲覧できるものとします。また、当社は、子会社の取締役等にその職務の執行に係る重要情報を
当社に定期的に報告することを義務付ける体制を整備します。
［運用状況］

当社は、情報セキュリティ部会のもと、個人情報の管理体制の強化や研究開発の技術情報の適切な管
理を進めるとともに、全社的な情報セキュリティ体制を強化し、また電子契約システムの利用拡大をは
かるなど、取締役の職務執行に関する情報の保存および管理の強化に努めております。

また、役職員には標的型攻撃メールへの対応訓練を定期的に実施し、情報セキュリティ意識の向上を
図るとともに、インシデント発生時に、事態の把握と社内外への対応を迅速、的確に行うため、森永乳
業CSIRT（Computer Security Incident Response Team）を設置しております。

なお、子会社等については、「国内関係会社管理規程」および「海外関係会社管理規程」を定め、重
要な情報を適切に集約して管理する体制を整えております。
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❹ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスク管理部会を設置して、想定される個々のリスクを洗い出し、リスクの現実化を未然に
防止するための手続・機構を整え、また、不測の事態が発生した場合には、危機管理に関する規程に従
って迅速に対応して損害の発生と拡大を防止するよう努めます。
［運用状況］

当社は、リスク管理部会において、当社グループ全体におけるリスク対策を実施するとともに、半期
に一度リスクの洗出しおよび当社グループ全体に及ぼす影響度の確認を行い、リスクマネジメントを継
続して推進しております。

不測の事態が発生した場合には、「緊急問題処理基準」、「事業継続計画書」等に基づき、迅速に「本
社対策本部」を設置し、対応が進められる体制を整備しております。

また、海外の子会社に対しては、「海外緊急事態対応マニュアル」を定め、緊急事態が発生した際の
社員の行動基準や社内体制の整備を進めております。

❺ 当社の取締役および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社グループは、取締役等が職務執行を行うにあたって必要な執行の基準、責任者および執行手続の
詳細を定め、相互の協議、情報の共有化、指示・要請の円滑な伝達を図り、職務執行が効率的に行われ
るよう努めます。グループ各社に関する事項については、当社の関連部署が統括し、必要に応じて指導
監督します。
［運用状況］

当社は、職務執行に関して決裁権限を明示した「権限基準」に基づいて権限委譲を行うとともに、社
内規程を整備して職務執行の効率化を図っております。取締役会は、原則当社において月１回、子会社
では３か月に１回開催するほか、必要に応じて随時開催するとともに、当社においては、経営会議を設
置し、適時適切な経営判断に資することとしております。また、社外役員には、取締役会付議事項を事
前に説明するなど、適宜情報提供を行い、職務執行の効率化を図っております。

グループ各社に対しては、取締役会の実効性を高める取り組みを進め、取締役会議事録等を提出させ
るとともに、月次概況を報告させ当社において一元管理を行っております。

❻ 反社会的勢力に対する基本体制

当社グループは、取引を含め、反社会的勢力との一切の関係を遮断するとともに、不当な要求を拒絶
するための体制を整備し、外部専門機関と緊密な連携をとりながら、毅然とした経営姿勢を貫き、組織
的かつ法的に対応します。
［運用状況］

当社グループは、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当な要求を拒絶する方針であることを社
員教育その他で周知させております。また、関係機関との連携を保つとともに、当社が行う契約には暴
力団排除条項を明記しております。

❼ 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性を確保するための体制

当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合の当該使用人に関する事項を定
め、もって監査役の使用人への指示の実効性を確保します。
［運用状況］

当社は、監査役の職務を補助するため複数の使用人を設置しております。使用人の任命手続は常勤監
査役の同意を要し、その役割は「業務分掌規程」に明示するなど、取締役からの独立性を図り、監査役
の使用人に対する指示の実効性を確保しております。

❽ 監査役または監査役会への報告に関する体制

当社グループの役職員は、当社グループに対して著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したと
きは、直ちに、当社の監査役または監査役会に報告するものとします。また、当社は、監査役監査の実
効性を確保するため、監査役または監査役会が適時適切に情報収集することができるよう社内規程を定
め、報告体制の充実を図ります。
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［運用状況］
当社は、経営会議等の重要な会議に監査役の出席を求めるとともに、稟議書制度や「緊急問題処理基

準」「国内関係会社管理規程」および「海外関係会社管理規程」等を設け、重要事項が監査役に報告さ
れる体制を整えております。監査役は、適宜必要な方法により全部門に対して必要な情報収集を行うほ
か、内部監査部門および会計監査人と情報の共有化を図り、三様監査の実効性を上げております。

❾ 監査役または監査役会に報告した者を保護するための体制

当社は、前項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁
止するとともに、当該報告をした者の匿名性を確保し、報告内容については厳重な情報管理体制を整備
します。
［運用状況］

当社グループは、「内部統制基本方針」に基づき監査役または監査役会に報告した者の保護をすると
ともに、報告内容の情報管理体制については、「情報セキュリティ方針書」他の社内規程によって適切
に情報の保存および管理をしております。

❿ その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査役が当社グループに説明を求め、または外部専門機関への調査相談等の依頼を求めたと
きなどの場合には、速やかに対処できるよう、社内体制の充実を図ります。

また、当社は、監査役が取締役会ほかの重要な会議に出席して、業務執行に関する事項の説明を受
け、意見交換を行える体制を整えます。なお、監査に必要な情報については、適切に保存および管理を
行い、会計監査人や内部監査部門からの情報とあわせて、監査役の求めに応じて提供できる体制を整え
ます。
［運用状況］

監査役が法的な観点からの検討を実効的に行えるよう、執行から分離独立した弁護士に相談できる体
制を整備しております。

なお、当社は、取締役会ほかの重要な会議への出席はもとより監査役の求めに応じ業務執行に関する
事項の説明を適切に行うことができるよう、当社グループの協力体制を整え、被監査部門には監査に協
力させております。

また、当社グループは、監査役が必要とする情報を適宜提供できるよう、「情報セキュリティ方針書」
他の社内規程によって適切に情報の保存および管理をしております。

（2）会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

❶ 基本方針の内容

当社は、粉ミルクや流動食といった人々の生命を支える食品を含む多様な製品を、高い安全性と品質
保証のもと、安定的に提供してまいりました。また、「乳」で培った技術にもとづく研究力や商品開発
力を高め、食品の提供という事業を通じた社会的責任を長年にわたり果たしてきております。さらに当
社は、乳製品に加え、長年の研究によって得られた複数の機能性素材を、BtoC及びBtoB、国内及び海外
といったチャネルを適切に組み合わせた独自の事業ポートフォリオを構築しております。

当社は、このような当社ならではの事業に関する高度な専門知識や豊富な経験、ならびにこれまでの
事業活動で蓄積された信用やブランドこそが当社の企業価値の源泉であると認識しております。そし
て、これらを基盤として業務の適正の確保及び強化に取り組むことが、企業価値の向上と株主共同の利
益に資するものと考えております。

したがって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方についても、これらの企業価値
の源泉を中長期的に確保・向上させ、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保することができ
るかという観点から検討されるべきものと考えております。

❷ 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、企業価値、ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための特別な取組みの一つとして、
以下の方策に取り組んでおります。
イ．「森永乳業グループ10年ビジョン」の実現

当社は、2020年３月期に「森永乳業グループ10年ビジョン」を制定いたしました。当該ビジョンで
は、「食のおいしさ・楽しさと健康・栄養を両立した企業へ」「世界で独自の存在感を発揮できるグロ
ーバル企業へ」「サステナブルな社会の実現に貢献し続ける企業へ」を10年後の当社グループのあり
たい姿として定めております。
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当該ビジョンのもと、2020年３月期から2022年３月期までの３年間を確固たる事業基盤づくりの期
間、2025年３月期までの３年間を攻めの独自価値訴求の期間と位置付け、取組みを推進してまいりま
した。さらに、2026年３月期以降の新たな４年間においては、当該ビジョンの実現に向けて「強みを
活かせる領域への資源集中」「持続的成長に向けた体制づくり」「社内変革による経営基盤強化」の３
つを基本方針として定め、取り組んでおります。あわせて、業務の適正を確保するための内部統制体
制の充実や、お客さまに安全・安心を提供する品質保証体制の一層の強化にも引き続き取り組んでま
いります。

ロ．コーポレート・ガバナンス強化への取組み
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として執行役員制度を採用し、経営の意思決定及

び監督を行う取締役と業務執行を担う執行役員との役割分担を明確にしております。また、経営会議
における意見交換等を通じて、当社にとって最も効率的かつ実効性の高い事業運営を追求してまいり
ました。2019年４月からは経営会議の体制を見直し、従来の業務執行上の協議・連絡・諮問機関とし
ての機能に加え、業務執行上の決議機関としての機能を担う体制へと移行し、意思決定の迅速化を図
っております。また、取締役会は、経営の最高意思決定機関として独立した機能を有し、適切な監督
を行うことにより、引き続きコーポレート・ガバナンスの強化を図る体制を確保しております。

❸ 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み

当社は、当社の経営陣または取締役会の同意を得ることなく行われる当社株式の大量買付等であって
も、企業価値、ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させることに資するものである場合に
は、これを一概に否定するものではありません。しかしながら、株式の大量買付等の中には、その目的
や手法などから見て、会社の企業価値の源泉の確保・向上に資さないもの、当社または株主に対して大
量買付等に係る提案内容等を検討するための十分な情報や時間を提供しないもの、あるいは株主に対し
大量買付等に応じるような圧力を生じさせる仕組みを有するものなど、不適切なものもございます。

当社は、平時に導入される買収への対応方針（いわゆる事前警告型買収防衛策）を有しておりません
が、かかる事情に鑑み、当社株式に対する大量買付等が行われる場合には、その是非を株主のみなさま
が適切に判断するために必要な情報や時間の提供を買付者に求めるとともに、当社取締役会の意見等を
適時適切に開示し、株主のみなさまによる十分な検討の機会が確保されるよう努めてまいります。あわ
せて企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、関係法令が許容する範囲内におい
て、状況に応じた適切な措置を講じてまいります。

❹ 上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

上記❷に記載した取組みは、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・
向上させるための具体的方策として策定されたものであり、上記❶に記載した基本方針の実現に資する
ものと考えております。

また、上記❸に記載した取組みは、当社株式に対する大量買付等が行われる場合において、当該買付
に応じるべきか否かを株主のみなさまが判断するために必要な情報や時間を確保するとともに、株主の
みなさまのために買付者と交渉を行うこと等により、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保
することを目的とするものであり、上記❶に記載した基本方針に沿うものです。

以上より、当社取締役会は、上記各取組みは当社の株主共同の利益を損なうものではなく、また、当
社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

（3）剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは、成長領域への資源集中を優先しつつ、株主還元についても重要な経営課題の一つと
して認識しており、企業基盤の強化、連結業績等を十分勘案しながら、安定的、かつ長期的な配当を実
現することを基本方針としております。

連結配当性向につきましては40％を目標とし、特殊要因が発生した場合は、この影響を除いた配当金
額といたします。

なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めておりま
す。

また、災害等の不測の事態が原因で株主総会の開催が困難であると判断される場合に限り、取締役会
の決議によって期末の剰余金の配当等を行うことができることとしております。
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連結株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 21,821 19,664 220,181 △15,351 246,316

当期変動額

剰余金の配当 △7,471 △7,471

親会社株主に帰属する
当期純利益

22,599 22,599

自己株式の取得 △10,010 △10,010

自己株式の処分 △16 113 96

自己株式の消却 △9,999 9,999 －

利益剰余金から
資本剰余金への振替

10,016 △10,016 －

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

13 13

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

－

当期変動額合計 － 13 5,111 102 5,226

当期末残高 21,821 19,677 225,292 △15,248 251,542

その他の包括利益累計額

その他
有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ損益

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る

調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

新株
予約権

非支配
株主持分

純資産
合計

当期首残高 8,636 △33 7,717 3,580 19,901 108 4,777 271,103

当期変動額

剰余金の配当 △7,471

親会社株主に帰属する
当期純利益

22,599

自己株式の取得 △10,010

自己株式の処分 96

自己株式の消却 －

利益剰余金から
資本剰余金への振替

－

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

13

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

1,179 33 4,355 △2,349 3,219 △16 217 3,419

当期変動額合計 1,179 33 4,355 △2,349 3,219 △16 217 8,646

当期末残高 9,816 △0 12,073 1,231 23,120 91 4,994 279,749
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連結計算書類の連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)連結の範囲に関する事項

当連結計算書類に含まれた連結子会社は次の32社であります。

森永乳業販売㈱ 東北森永乳業㈱ ㈱フリジポート 広島森永乳業㈱

エムケーチーズ㈱ 森永乳業クリニコ㈱ ㈱森永乳業ビジネスサービス 森永北陸乳業㈱

㈱トーワテクノ ㈱森乳サンワールド 森永酪農販売㈱ 森永乳業北海道㈱

森永乳業九州㈱ 十勝浦幌森永乳業㈱ MILEI GmbH MILEI Plus GmbH

MILEI Protein GmbH&Co.KG Morinaga Nutritional Foods,Inc. Pacific Nutritional Foods,Inc. Turtle Island Foods, Inc.

Morinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock Company Morinaga Nutritional Foods（Asia Pacific）Pte.Ltd. 日本製乳㈱ 冨士森永乳業㈱

熊本森永乳業㈱ 沖縄森永乳業㈱ 横浜森永乳業㈱ 森永エンジニアリング㈱

北海道保証牛乳㈱ NutriCo Morinaga（Pvt.）LTD. Morinaga Le May Vietnam Joint Stock Company ㈱サンフコ

なお、非連結子会社の森永牛乳販売㈱ほか15社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも当連結計算書類に及ぼす影響に重要性が乏しいた

め連結の範囲から除いております。

(2)持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した非連結子会社または関連会社

非連結子会社 ： ㈱東日本トランスポート

関連会社 ： 南京森旺乳業有限公司

②持分法を適用しない非連結子会社または関連会社

非連結子会社 ： 森永牛乳販売㈱ほか14社

関連会社 ： PT.カルベ・モリナガ・インドネシアほか２社

上記の会社については、連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が乏しく、かつ全体と

しても重要性がないため、これらの会社に対する投資については持分法を適用せず、原価法に

より評価しております。
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(3)連結子会社の事業年度等に関する事項

決算日が連結決算日と異なる連結子会社は次のとおりです。

なお、当連結計算書類の作成にあたって、連結決算日との間に生じた重要な取引を調整した

上でその決算日の計算書類を使用しております。

会社名 決算日

NutriCo Morinaga（Pvt.）LTD. 12月末日

MILEI GmbH 12月末日

MILEI Plus GmbH 12月末日

MILEI Protein GmbH＆Co.KG 12月末日

Morinaga Nutritional Foods,Inc. 12月末日

Pacific Nutritional Foods,Inc. 12月末日

Turtle Island Foods, Inc. 12月末日

Morinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock Company 12月末日

Morinaga Nutritional Foods（Asia Pacific）Pte.Ltd. 12月末日

Morinaga Le May Vietnam Joint Stock Company 12月末日

㈱サンフコ ２月末日

(4)会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの･･･ 時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は主として移動平均法により算定しておりま

す。）

市場価格のない株式等･････････････ 主として移動平均法による原価法

ロ．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ･････････････ 時価法

特定包括信託等･･･････････ 粉乳中毒事件に関連して、被災者救済事業資金の支出を確実に

することを目的として設定する粉乳中毒救済基金の特定包括信

託については、その他有価証券に準じて評価しております。

ハ．棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品･･･････････････ 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

仕掛品･･･････････････････ 主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

原材料、貯蔵品･･･････････ 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
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②重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

（リース資産を除く）･････ 定額法によっております。

無形固定資産

（リース資産を除く）･････ 主として定額法によっております。

ただし、販売目的のソフトウェアについては主として販売可能期間

の見積り（３年）に基づく定額法によっており、自社利用のソフト

ウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。また、顧客関連資産については、その効果

の発現する期間（７～22年）に基づく定額法によっております。

リース資産･･･････････････ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってお

ります。

③重要な引当金の計上基準

貸倒引当金･･･････････････ 売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については

主として貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。

④重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の

内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する時点）は以下のとおりでありま

す。

主に国内で乳製品等の製造及び販売を行っております。当該国内の販売については、出荷時点

で収益を認識しております。また、当該販売活動において顧客へ支払われる対価については、

顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものである場合を除き、取引価格

から減額しております。

なお、製品の販売のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについて

は、他の当事者が提供する製品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した

純額を収益として認識しております。

⑤重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、金利スワップについては、金融商品会計に係る会計基準に定める特例処理の要件を満

たしており、この特例処理によっております。

また、為替予約は、外貨建予定取引に対して振当処理を行っております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりでありま

す。

ヘッジ手段･･････ 金利スワップ、為替予約

ヘッジ対象･･････ 借入金及び社債の利息、製品輸入による外貨建金銭債務及び

外貨建予定取引
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ハ．ヘッジ方針

権限規定に基づき、金融市場の金利変動リスク及び為替変動リスクを管理するため、借入金

及び社債の利息並びに外貨建取引に係る相場変動及びキャッシュ・フローの変動を抑制する

ことを目的として、デリバティブ取引を実施しております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては特例処理によっており、有効性の評価を省略しております。

また、為替予約については当該取引の過去の実績及び今後の予定などを勘案し、実行可能性

があることを検証することにより有効性の評価を行っております。

⑥のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その効果が発現すると見積られる期間（計上後20年以内）で均等償却

しております。ただし、その金額に重要性が乏しい場合には、発生会計年度に全額償却しており

ます。

⑦退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債または退職給付に係る資産は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。

過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により均等償却を行

っております。

数理計算上の差異については、主として発生年度における従業員の平均残存勤務期間による定額

法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。

未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部

におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

⑧法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通

算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月

12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並

びに開示を行っております。
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２．会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

減損損失 3,553百万円

有形固定資産 290,553百万円

無形固定資産 11,567百万円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法

事業用資産については管理会計上の事業区分を基本とし、賃貸資産及び遊休資産については個

別物件ごとにグルーピングを行っており、グルーピングごとに減損の兆候の判定を行っておりま

す。

当連結会計年度において、遊休状態となり、将来の使用が見込まれない資産については、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。

また、当連結会計年度において、当社の連結子会社であるMorinaga Nutritional Foods

Vietnam Joint Stock Companyの資産グループについて、前期に策定した事業計画の達成状況に

ついて、当期のベトナムにおける外部環境の急激な変化及び期末日現在の事業環境を考慮して検

討した結果、減損の兆候を識別しており、回収可能価額まで帳簿価額を減額し、減損損失として

特別損失に計上しております。

加えて、Morinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock Companyの資産グループの回収可

能価額は、将来の事業計画に基づいて算定した使用価値（割引率：18.1％）により評価しており

ます。

②当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

遊休資産についての回収可能価額は正味売却価額により測定しており、この評価額は、市場価

額が観察できないため合理的に算定された価額として、土地については不動産鑑定評価額等を基

に算定し、その他の資産については零として評価しております。

また、Morinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock Companyの資産グループの回収可能

価額の測定にあたっては、 事業計画に含まれる将来の売上高成長率及び将来キャッシュ・フロ

ーの不確実性を考慮した割引率を主要な仮定としております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

主要な仮定である土地の正味売却価額は、見積りの不確実性があるため、将来の処分価格が変

動することにより、翌連結会計年度において減損損失または固定資産処分損益が発生する可能性

があります。

また、主要な仮定である事業計画に含まれる将来の売上高成長率、割引率は、見積りの不確実

性があるため、事業計画との乖離が生じることにより、翌連結会計年度において、減損損失が発

生する可能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1)担保に供している資産及びこれに対応する債務

次の有形固定資産を長期借入金（一年以内返済予定含む）2,906百万円及び短期借入金1,838百万

円の担保に供しております。

科目 金額

土地 352百万円

建物及び構築物 16,501百万円

機械装置及び運搬具 1,757百万円

合計 18,611百万円

(2)有形固定資産の減価償却累計額 384,807百万円
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４．連結損益計算書に関する注記

(1)棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記

期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価及び

特別損失に含まれております。なお、以下の金額は戻入額と相殺した後のものであります。

売上原価 454百万円

特別損失 26百万円

(2)固定資産の減損損失に関する注記

当期において、以下の資産について減損損失を計上しております。

①減損損失を認識した主な資産及び減損損失の金額
（百万円）

場所
用途

（主な事業内容）
種類 減損損失

宮崎県宮崎市 遊休資産

建物及び構築物、機械
装置及び運搬具、土
地、その他有形固定資
産

912

長野県上伊那郡 遊休資産

建物及び構築物、機械
装置及び運搬具、土
地、その他有形固定資
産

123

茨城県常総市他 遊休資産

機械装置及び運搬具、
建設仮勘定、その他有
形固定資産、その他無
形固定資産

121

富山県富山市 遊休資産

建物及び構築物、機械
装置及び運搬具、土
地、建設仮勘定、その
他有形固定資産、その
他無形固定資産

977

秋田県大館市 遊休資産

建物及び構築物、機械
装置及び運搬具、その
他有形固定資産、その
他無形固定資産

213

宮城県仙台市 遊休資産
機械装置及び運搬具、
その他有形固定資産

57

Morinaga Nutritional Foods
Vietnam Joint Stock
Company（ベトナムタイグエ
ン省フォーイエン市）

2021年１月に子会社化
ベトナムにおける乳製品
の製造・販売

機械装置及び運搬具 806

その他無形固定資産 339

小計 1,146

合 計 3,553

遊休資産の内訳は、建物及び構築物541百万円、機械装置及び運搬具972百万円、土地855百万
円、建設仮勘定19百万円、その他有形固定資産16百万円、その他無形固定資産１百万円でありま
す。
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②資産のグルーピングの方法

当社グループは、事業用資産については管理会計上の事業区分を基本とし、賃貸資産及び遊休

資産については個別物件ごとにグルーピングを行っております。Morinaga Nutritional Foods

Vietnam Joint Stock Companyについては、会社単位でグルーピングを行っております。

③減損損失の認識に至った経緯

上記の遊休資産については、将来の使用が見込まれないため、当該資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上いたしました。Morinaga Nutritional Foods

Vietnam Joint Stock Companyの資産グループについては、前期に策定した事業計画の達成状況

について、当期のベトナムにおける外部環境の急激な変化及び期末日現在の事業環境を考慮して

検討した結果、減損の兆候を識別しており、回収可能価額まで帳簿価額を減額し、減損損失とし

て特別損失に計上いたしました。

④回収可能価額の算定方法

上記の遊休資産については正味売却価額により測定しており、土地については不動産鑑定評価

額等、その他の資産については零として評価しております。Morinaga Nutritional Foods

Vietnam Joint Stock Companyについては、将来の事業計画に基づいて算定した使用価値（割引

率：18.1％）により評価しております。
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の総数に関する事項

普通株式 86,179,786株

(2)剰余金の配当に関する事項

①2025年６月26日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

株式の種類 普通株式

配当の総額 3,774,875,850円

配当の原資 利益剰余金

１株当たり配当額 45円

基準日 2025年３月31日

効力発生日 2025年６月27日

②2025年11月11日開催の取締役会決議による配当に関する事項

株式の種類 普通株式

配当の総額 3,696,917,310円

配当の原資 利益剰余金

１株当たり配当額 45円

基準日 2025年９月30日

効力発生日 2025年12月５日

③基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2026年６月25日開催予定の定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

株式の種類 普通株式

配当の総額 4,458,197,260円

配当の原資 利益剰余金

１株当たり配当額 55円

基準日 2026年３月31日

効力発生日 2026年６月26日

(3)新株予約権に関する事項

①2011年７月11日開催の取締役会決議による新株予約権

新株予約権の数 14個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 5,600株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり １円

②2012年７月11日開催の取締役会決議による新株予約権

新株予約権の数 17個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 6,800株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり １円

③2013年７月12日開催の取締役会決議による新株予約権

新株予約権の数 18個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 7,200株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり １円

④2014年７月10日開催の取締役会決議による新株予約権

新株予約権の数 17個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 6,800株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり １円
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⑤2015年７月10日開催の取締役会決議による新株予約権

新株予約権の数 50個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 20,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり １円

⑥2016年７月11日開催の取締役会決議による新株予約権

新株予約権の数 36個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 14,400株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり １円

⑦2017年７月12日開催の取締役会決議による新株予約権

新株予約権の数 32個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 12,800株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり １円

６．金融商品に関する注記

(1)金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。また、資金調達に

ついては金融機関からの借入金による間接金融のほか、社債やコマーシャル・ペーパーの発行に

よる直接金融により行っております。デリバティブは、為替及び金利変動リスクを回避するため

に利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。当該リスク

に関しては、与信及び債権管理規程に従い取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、主に業務上の関

係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握し管理しております。

支払手形及び買掛金、預り金は、主に支払期日が１年以内の営業債務であります。

短期借入金、コマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社

債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的

としたものです。借入金及び社債は、金利の変動リスクにさらされておりますが、このうち長期

のものについてはおおむね、支払金利の変動リスクを管理するために、個別契約ごとにデリバテ

ィブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務及び予定取引に係る為替の変動リスクに対する

ヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引、外貨建ての貸付金に係る為替の変動リスクに対する

ヘッジ取引を目的とした通貨スワップ取引、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対す

るヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。デリバティブ取引の執行・管理につい

ては、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブ取引の利用にあたっ

ては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。なお、

ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等につい

ては、前述の１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項「(4)会計方針に関する事項

⑤重要なヘッジ会計の方法」に記載のとおりであります。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクにさらされておりますが、当社グループでは各社が

月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。
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(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りです。なお、市場価格のない株式等は、次表に含めておりません（後記（注３）を参照くださ

い。）。また、現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、支払手形及び買掛金、短期借入金、

預り金、コマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、

注記を省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照 時価 差額

表計上額 (注１) （注１）

①投資有価証券

その他有価証券 17,689 17,689 -

②社債 (70,000) (67,075) 2,924

③長期借入金 (34,236) (32,532) 1,703

④デリバティブ取引（注２） (1,268) (1,268) -

（注１）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債

務となる場合は（ ）で示しております。
（注３）非上場株式（連結貸借対照表計上額3,730百万円）は、市場価格がないため「①投資有価証

券」には含めておりません。

(3)金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した

時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の

時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品

当連結会計年度（2026年３月31日）

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券 17,689 － － 17,689

デリバティブ取引

通貨関連 － (1,268) － (1,268)

金利関連 － － － －
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②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品

当連結会計年度（2026年３月31日）

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 － 67,075 － 67,075

長期借入金 － 32,532 － 32,532

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
デリバティブ取引

為替予約取引、通貨スワップ取引の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基
づき算定しており、レベル２の時価に分類しております。

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債及び長期借入金と
一体として処理されているため、その時価は、当該社債及び長期借入金の時価に含めて記
載しております。（後記「社債」「長期借入金」を参照ください）

社債
当社の発行する社債の時価は、相場価格に基づき算定しており、その時価をレベル２の

時価に分類しております。なお、固定金利による社債は金利スワップの特例処理の対象と
されており（前記「デリバティブ取引」を参照ください）、当該金利スワップと一体とし
て処理された時価の合計額を用いて算定しております。

長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を国債の利回り等適切な指標に信用スプ

レッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分
類しております。なお、変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とさ
れており（前記「デリバティブ取引」を参照ください）、当該金利スワップと一体として
処理された元利金の合計額を用いて算定しております。

７．資産除去債務に関する注記

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1)当該資産除去債務の概要及び金額の算定方法

定期貸借契約及び定期借地権契約に伴う原状回復義務並びにアスベストを除去する義務に関し資産

除去債務を計上しております。資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は２年から60年、割引

率は0.6％から2.4％を使用しております。

(2)当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 971百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 0百万円

時の経過による調整額 14百万円

資産除去債務の履行による減少額 △18百万円

期末残高 968百万円
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８．賃貸等不動産に関する注記

(1)賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を含

む）を有しております。

(2)賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：百万円)

連結貸借対照表計上額 時 価

12,216 16,450

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額
であります。

（注２）当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく
金額を記載しております。

９．１株当たり情報に関する注記

(1)１株当たり純資産額 3,403円79銭

(2)１株当たり当期純利益 276円２銭

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

11．収益認識に関する注記

(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

（単位：百万円）
報告セグメント その他

(注)
合計

食品

収益認識の時期

一時点で移転される財及びサービス 547,418 21,120 568,539

一定の期間にわたり移転される財及び

サービス
－ 2,919 2,919

顧客との契約から生じる収益 547,418 24,039 571,458

外部顧客への売上高 547,418 24,039 571,458

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飼料、プラント設
備の設計施工、不動産の賃貸などが含まれております。
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(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

①食品事業

取引数量を条件としたリベートを付して販売している製品については、変動対価の見積額を最

も可能性の高い単一の金額（最頻値）による方法を用いて算定しており、当該変動対価の額に関

する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が

発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。

食品事業に関する取引の対価は、商品カテゴリーにより異なりますが、引渡し後、概ね２か月

以内に受領しております。

②その他の事業

その他の事業のうち、プラント設備の設計施工事業については、一定の期間にわたり履行義務

が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。

進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額

に占める割合に基づいて行っております。

(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに

当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる

収益の金額及び時期に関する情報

①契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 67,820百万円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 72,196百万円

契約資産（期首残高） 376百万円

契約資産（期末残高） 155百万円

契約負債（期首残高） 61百万円

契約負債（期末残高） 147百万円

②残存履行義務に配分した取引価格

当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって、実務上の便法

を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりませ

ん。

なお、１年を超えるもので重要なものはありません。

12．その他の注記

記載金額の表示単位未満の処理につきましては、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益に

ついては四捨五入し、その他の項目については切り捨てております。
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株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 21,821 19,595 － 19,595 3,529

当期変動額

固定資産圧縮記帳積立金取崩

固定資産圧縮記帳積立金積立

配当引当積立金積立

別途積立金取崩

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 △16 △16

自己株式の消却 △9,999 △9,999

利益剰余金から
資本剰余金への振替

10,016 10,016

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － －

当期末残高 21,821 19,595 － 19,595 3,529

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

配当引当積立金
固定資産

圧縮記帳積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 15,500 16,076 95,100 △5,295 124,909

当期変動額

固定資産圧縮記帳積立金取崩 △354 354 －

固定資産圧縮記帳積立金積立 46 △46 －

配当引当積立金積立 7,500 △7,500 －

別途積立金取崩 △32,000 32,000 －

剰余金の配当 △7,471 △7,471

当期純利益 9,831 9,831

自己株式の取得

自己株式の処分

自己株式の消却

利益剰余金から
資本剰余金への振替

△10,016 △10,016

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 7,500 △307 △32,000 17,151 △7,656

当期末残高 23,000 15,768 63,100 11,856 117,253
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株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 △15,334 150,992 6,347 6,347 108 157,448

当期変動額

固定資産圧縮記帳積立金取崩 － －

固定資産圧縮記帳積立金積立 － －

配当引当積立金積立 － －

別途積立金取崩 － －

剰余金の配当 △7,471 △7,471

当期純利益 9,831 9,831

自己株式の取得 △10,010 △10,010 △10,010

自己株式の処分 113 96 96

自己株式の消却 9,999 － －

利益剰余金から
資本剰余金への振替

－ －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

783 783 △16 766

当期変動額合計 102 △7,554 783 783 △16 △6,787

当期末残高 △15,231 143,438 7,131 7,131 91 150,660
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計算書類の個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式･･･ 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの･･･ 時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等･････････････ 移動平均法による原価法

(2)デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ･････････････ 時価法

特定包括信託等･･･････････ 粉乳中毒事件に関連して、被災者救済事業資金の支出を確実にする

ことを目的として設定する粉乳中毒救済基金の特定包括信託につい

ては、その他有価証券に準じて評価しております。

(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、半製品･･･････ 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）

原材料、貯蔵品･･･････････ 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）

(4)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

（リース資産を除く）･････ 定額法によっております。

無形固定資産

（リース資産を除く）･････ 定額法によっております。

ただし、販売目的のソフトウェアについては販売可能期間の見積り

（３年）に基づく定額法によっており、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によ

っております。

リース資産･･･････････････ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってお

ります。

(5)引当金の計上基準

貸倒引当金･･･････････････ 売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により計上し、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金･･･････････ 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認めら

れる額を計上しております。

過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間によ

る定額法により均等償却を行っております。

数理計算上の差異については、発生年度における従業員の平均残存

勤務期間による定額法により、翌期から費用処理することとしてお

ります。
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(6)収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履

行義務を充足する通常の時点（収益を認識する時点）は以下のとおりであります。

主に国内で乳製品等の製造及び販売を行っております。当該国内の販売については、出荷時点で

収益を認識しております。また、当該販売活動において顧客へ支払われる対価については、顧客

から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものである場合を除き、取引価格から減

額しております。

(7)ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、金利スワップについては、金融商品会計に係る会計基準に定める特例処理の要件を満たし

ており、この特例処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

当期にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

ヘッジ手段･･････金利スワップ

ヘッジ対象･･････借入金及び社債の利息

③ヘッジ方針

権限基準に基づき金融市場の金利変動リスク及び為替変動リスクを管理するため、借入金及び社

債の利息並びに外貨建取引に係る相場変動及びキャッシュ・フローの変動を抑制することを目的

として、デリバティブ取引を実施しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては特例処理によっており、有効性の評価を省略しております。
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２．会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

減損損失 1,158百万円

有形固定資産 212,666百万円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法

事業用資産については管理会計上の事業区分を基本とし、賃貸資産及び遊休資産については個

別物件ごとにグルーピングを行っており、グルーピングごとに減損の兆候の判定を行っておりま

す。

当事業年度において、遊休状態となり、将来の使用が見込まれない資産については、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。

②当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

回収可能価額は正味売却価額により測定しており、この評価額は、市場価額が観察できないた

め合理的に算定された価額として、土地については不動産鑑定評価額等を基に算定し、その他の

資産については零として評価しております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響

主要な仮定である土地の正味売却価額は、見積りの不確実性があるため、将来の処分価格が変

動することにより、翌事業年度において減損損失または固定資産処分損益が発生する可能性があ

ります。

関係会社株式及び関係会社出資金の評価

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式評価損 2,968百万円

関係会社株式 12,570百万円

関係会社出資金 12,092百万円

注：関係会社株式評価損にはMorinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock Companyの株式

評価損1,497百万円が含まれております。
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(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法

市場価格のない株式等について、実質価額と取得原価を比較して減損処理の検討を行っており

ますが、主としてMorinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock Companyを含む一部の関係

会社株式の実質価額は、将来の事業計画に基づいて算定した超過収益力等を反映した価額として

おり、その他の市場価格のない株式等は１株当たりの純資産額を基礎とした金額を実質価額とし

ております。実質価額が取得原価と比較して著しく低下した場合には回復可能性が十分な証拠に

よって裏付けられる場合を除いて減損処理を行います。

当事業年度末時点において主としてMorinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock

Companyを含む一部の関係会社株式の実質価額が取得原価と比較して著しく低下した場合に該当

したため、取得原価を実質価額まで減額し、関係会社株式評価損として特別損失に計上しており

ます。

②当事業年度の計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

主としてMorinaga Nutritional Foods Vietnam Joint Stock Companyを含む一部の関係会社株

式の実質価額の見積りの基礎となる主要な仮定は、事業計画に含まれる将来の売上高成長率及び

将来キャッシュ・フローの不確実性を考慮した割引率を主要な仮定としております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響

主要な仮定である事業計画に含まれる将来の売上高成長率、割引率は、見積りの不確実性があ

るため、事業計画との乖離が生じることにより翌事業年度において株式の実質価額が著しく低下

した場合には、減損処理を行う可能性があります。

３．貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 257,779百万円

(2)保証債務

関係会社の銀行借入等に対する保証予約 1,175百万円

(3)関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 48,173百万円

長期金銭債権 365百万円

短期金銭債務 80,479百万円
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４．損益計算書に関する注記

(1)関係会社との取引高の総額

関係会社に対する売上高 124,931百万円

関係会社からの仕入高 121,130百万円

関係会社との営業取引以外の取引高 4,656百万円

(2)棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記

期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含

まれております。なお、以下の金額は戻入額と相殺した後のものであります。

売上原価 454百万円

(3)固定資産の減損に関する注記

当期において、以下の資産について減損損失を計上しております。
（百万円）

場所 用途 種類 減損損失

宮崎県宮崎市 遊休資産
建物、構築物、機械装置、工具器
具備品、土地

912

長野県上伊那郡 遊休資産
建物、構築物、機械装置、工具器
具備品、土地

123

茨城県常総市他 遊休資産
機械装置、工具器具備品、建設仮
勘定、その他無形固定資産

121

計 1,158

当社は、事業用資産については管理会計上の事業区分を基本とし、賃貸資産及び遊休資産につい

ては個別物件ごとにグルーピングを行っております。上記資産は遊休状態となり、将来の使用が見

込まれないため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失（1,158百万円）とし

て特別損失に計上いたしました。

その内訳は、建物275百万円、構築物23百万円、機械装置100百万円、工具器具備品５百万円、土

地736百万円、建設仮勘定15百万円、その他無形固定資産１百万円であります。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地については不動産鑑定評価額等、

その他の資産については零として評価しております。

５．株主資本等変動計算書に関する注記

当期末日における自己株式の数は以下のとおりであります。

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 5,523,456株 2,868,298株 2,905,600株 5,486,154株

（注1）自己株式の数の増加は、取締役会決議による自己株式取得による増加2,865,300株、単元未満

株式の買取り請求による増加2,998株であります。

（注2）自己株式の数の減少は、ストックオプションの行使による減少16,400株、自己株式の処分に

よる減少23,900株、自己株式の消却による減少2,865,300株であります。

（注3）当事業年度末の自己株式数には、株式給付信託が保有する自社の株式364,500株が含まれま

す。
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６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は以下のとおりであります。

繰延税金資産

退職給付引当金 2,793百万円

退職給付信託 314百万円

その他有価証券等評価損 8,365百万円

未払賞与 1,789百万円

未払費用 1,483百万円

未払事業税 150百万円

減価償却費 311百万円

繰延資産 129百万円

貸倒引当金 689百万円

減損損失 589百万円

その他 555百万円

繰延税金資産小計 17,172百万円

評価性引当額 △9,794百万円

繰延税金資産合計 7,377百万円

繰延税金負債

固定資産圧縮記帳積立金 △7,257百万円

その他有価証券評価差額金 △3,273百万円

その他 △448百万円

繰延税金負債合計 △10,979百万円

繰延税金負債の純額 △3,601百万円

（法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理）

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会

計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び

地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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７．資産除去債務に関する注記

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1)当該資産除去債務の概要及び金額の算定方法

定期賃借契約に伴う原状回復義務及びアスベストを除去する義務に関し資産除去債務を計上して

おります。資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は２年から50年、割引率は0.6％から2.3

％を使用しております。

(2)当期における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 668百万円

時の経過による調整額 9百万円

期末残高 678百万円

８．関連当事者との取引に関する注記

(1)子会社

名称

議決権の数
関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）所有割合

（％）

被所有
割合

（％）

森永乳業販売㈱
直接
100.0

－
資金の預り
製品の販売
役員の兼任

資金の預り
（注１）
製品の販売
（注２）

148
（注３）
42,943
（注４）

預り金

売掛金

11,537

7,213

㈱フリジポート
直接
100.0

－
資金の預り
役員の兼任

資金の預り
（注１）

1,569
（注３）

預り金 7,829

森永乳業クリニ
コ㈱

直接
100.0

－
資金の預り
製品の販売
役員の兼任

資金の預り
（注１）
製品の販売
（注２）

161
（注３）
21,391
（注４）

預り金

売掛金

12,079

5,033

㈱森永乳業ビジ
ネスサービス

直接
100.0

－
資金の預り
役員の兼任

資金の預り
（注１）

△77
（注３）

預り金 4,594

MILEI GmbH
直接
100.0

－
資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
（注１）

△4,259
（注３）

短期貸付金 4,586

取引条件及び取引条件の決定方針

（注１）資金の貸付及び預りについての利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

（注２）価格その他の取引条件は、市場情勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定

しております。

（注３）取引金額には期中の純増減額を記載しております。

（注４）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
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(2)役員

氏名

議決権の数
関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）所有割合

（％）

被所有
割合

（％）

大貫 陽一 －
直接
0.0

当社代表
取締役社長

金銭報酬債権
の現物出資
（注１）

16 － －

大川 禎一郎 －
直接
0.0

当社代表
取締役副社長

金銭報酬債権
の現物出資
（注１）

12 － －

取引条件及び取引条件の決定方針

（注１）譲渡制限付株式報酬制度に伴う金銭報酬債権の現物出資であります。

９．１株当たり情報に関する注記

(1)１株当たり純資産額 1,865円94銭

(2)１株当たり当期純利益 120円８銭

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

11．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

取引数量を条件としたリベートを付して販売している製品については、変動対価の見積額を最も

可能性の高い単一の金額（最頻値）による方法を用いて算定しており、当該変動対価の額に関する

不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生し

ない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めております。

食品事業に関する取引の対価は、商品カテゴリーにより異なりますが、引渡し後、概ね２か月以

内に受領しております。

12．その他の注記

(1)記載金額の表示単位未満の処理につきましては、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利

益については四捨五入し、その他の項目については切り捨てております。

(2)当社完全子会社である森永乳業販売株式会社との吸収合併に向けた基本方針決定および準備開

始に関するお知らせ

当社は、2026年3月13日開催の取締役会において、当社の完全子会社である森永乳業販売株式会

社（以下「対象子会社」といいます。）を将来的に当社へ吸収合併することを基本方針とし、その

実施に向けた準備を開始することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当個別注記表作成時点では合併契約の締結には至っておらず、今後、システム統合およ

び顧客の契約手続等の完了を踏まえ、あらためて取締役会において合併契約の承認を決議する予

定です。
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①当該組織再編の目的

対象子会社は、当社グループにおいて営業活動の一翼を担ってまいりましたが、経営資源の集

約、営業活動の強化・効率化・スピード化およびグループガバナンスの強化を図ることを目的と

して、本合併を実施することといたしました。これにより、グループ全体の企業価値向上を目指

してまいります。

②現時点における方針の概要

イ．想定する再編の方式

当社を存続会社、対象子会社を消滅会社とする吸収合併（簡易・略式合併）を想定してお

ります。

ロ．準備事項

本合併の実施に向け、主に以下の準備を進めます。

・基幹システム、販売管理システム、受発注システム等の統合・切替

・顧客との契約主体変更に関する手続き

・業務プロセスおよび内部統制の再構築

ハ．想定スケジュール

合併契約承認に関する取締役会決議 2027年３月（予定）

合併契約締結 2027年３月（予定）

合併効力発生日 2027年４月（予定）

※上記日程は現時点での見込みであり、準備状況等により変更となる可能性があります。

ニ．当該組織再編に係る割当ての内容

本合併は、当社の完全子会社との吸収合併であるため、本合併による新株式の発行及び金

銭等の割当てはありません。

ホ．当該組織再編に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

③今後の手続き

合併契約の具体的内容が確定し、取締役会において承認決議を行った時点で、あらためて適時

開示を行う予定です。

④今後の見通し

本件が当社連結業績に与える影響は軽微です。今後、開示すべき事項が判明した場合には、速

やかにお知らせいたします。
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